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■
台
風
時
の
ご
み
収
集
に
つ

い
て

環
境
保
全
課（
内
線
3
2
1
1
）

【
台
風
が
発
生
し
て
い
る
時
】

台
風
に
関
す
る
情
報
を
こ
ま
め

に
入
手
し
て
台
風
の
進
路
に
合
わ

せ
た
対
策
を
早
め
に
と
る
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。
台
風
が
近
づ
き
、

荒
れ
た
天
気
に
な
っ
た
時
に
ご
み

を
出
す
の
は
危
険
で
す
。
で
き
る

限
り
、
次
回
の
ご
み
収
集
日
に
出

す
よ
う
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
。

【
台
風
の
日
の
ご
み
収
集
】

①
午
前
8
時
に
お
い
て
、
バ
ス
が

運
行
停
止
し
て
い
る
場
合
は
、
そ

の
日
の
ご
み
収
集
は
中
止
し
ま
す
。

②
バ
ス
が
午
後
3
時
ま
で
に
運
行

を
開
始
し
た
場
合
、
運
行
を
開
始

し
た
時
刻
か
ら
ご
み
の
収
集
を
開

始
し
ま
す
。

③
ご
み
収
集
開
始
時
刻
以
降
に
バ

ス
が
運
行
を
停
止
し
た
場
合
は
、

運
行
を
停
止
し
た
時
刻
を
も
っ
て
、

ご
み
収
集
を
中
止
し
ま
す
。

※
ご
み
収
集
が
中
止
と
な
っ
た
場

合
は
、
次
回
の
収
集
日
に
ご
み
を

出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
ご
み
の
出
し
方
に
つ
い
て

環
境
保
全
課（
内
線
3
2
1
2
）

燃
え
る
ご
み
、
燃
え
な
い
ご
み
、

資
源
ご
み
、
粗
大
ご
み
を
き
ち
ん

と
分
別
し
、
収
集
日
の
当
日
、
朝

8
時
ま
で
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

収
集
日
以
外
や
収
集
後
に
出
す

と
、犬
や
猫
が
食
い
散
ら
か
し
ま
す
。

ま
た
、
収
集
車
の
オ
ル
ゴ
ー
ル

に
合
わ
せ
て
出
さ
な
い
よ
う
に
し

て
く
だ
さ
い
。
一
度
し
か
回
り
ま

せ
ん
の
で
、
出
し
遅
れ
た
場
合
は

収
集
さ
れ
ま
せ
ん
。

収
集
は
戸
別
収
集
で
す
。
自
宅

の
門
前
口
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

収
集
車
が
入
ら
な
い
路
地
に
面
し

て
い
る
場
合
は
、
環
境
保
全
課
ま

で
相
談
く
だ
さ
い
。

■
合
併
処
理
浄
化
槽
設
置

補
助
金
に
つ
い
て

環
境
保
全
課（
内
線
3
2
1
2
）

市
内
で
浄
化
槽
を
設
置
し
て
い

る
家
庭
の
大
半
は
単
独
処
理
浄
化

槽
で
あ
り
、
ト
イ
レ
の
汚
水
の
み

処
理
し
て
い
ま
す
。
合
併
処
理
浄

化
槽
の
場
合
、
ト
イ
レ
の
汚
水
と

一
緒
に
風
呂
場
や
台
所
な
ど
の
生

活
雑
排
水
も
処
理
で
き
、
水
質
汚

濁
防
止
対
策
と
し
て
有
効
で
す
。

市
で
は
、
合
併
処
理
浄
化
槽
の

普
及
を
図
る
た
め
に
、
設
置
費
用

に
対
す
る
補
助
金
の
交
付
を
行
っ

て
い
ま
す
。
既
設
の
単
独
処
理
浄

化
槽
を
撤
去
し
て
新
た
に
合
併
処

理
浄
化
槽
を
設
置
し
よ
う
と
思
っ

て
い
る
人
は
、
事
前
に
相
談
く
だ

さ
い
。（
工
事
着
工
後
の
申
請
は
受

付
で
き
ま
せ
ん
）

対
象
地
域
　
下
水
道
の
整
備
が
7

年
以
上
見
込
ま
れ
な
い
区
域
お
よ

び
相
当
の
期
間
を
要
す
る
区
域

対
象
施
設　
10
人
槽
以
下
の
合
併

処
理
浄
化
槽

■
不
法
投
棄
は
禁
止
で
す

環
境
保
全
課（
内
線
3
2
1
2
）

浦
添
市
内
に
お
い
て
、
不
法
投

棄
さ
れ
て
い
る
場
所
が
あ
り
ま
す
。

み
だ
り
に
私
有
地
や
公
共
の
場

所
に
ご
み
を
捨
て
る
行
為
は
、
法

律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

不
法
投
棄
を
行
っ
た
場
合
、
5

年
以
下
の
懲
役
、
若
し
く
は
1
千

万
円
以
下
の
罰
金
が
科
せ
ら
れ
ま

す
。

不
法
投
棄
を
防
ぐ
た
め
に

①
定
期
的
に
草
刈
や
整
理
を
行
い

ま
し
ょ
う
。

②
柵
や
ネ
ッ
ト
を
設
置
す
る
な
ど

し
て
、
外
部
者
の
侵
入
を
防
ぎ
ま

し
ょ
う
。

③
何
度
も
不
法
投
棄
が
あ
る
場
所

に
関
し
て
は
、
看
板
を
設
置
し
ま

し
ょ
う
。

■
ご
み
の
野
外
焼
却
禁
止

に
つ
い
て

環
境
保
全
課（
内
線
3
2
1
2
）

「
野
焼
き
」
は
、「
廃
棄
物
の
処
理

及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」
で
禁

止
さ
れ
て
い
ま
す
。

煙
や
に
お
い
は
、ご
近
所
に
と
っ

て
大
変
不
快
な
も
の
で
す
。
市
が

指
定
す
る
方
法
に
よ
り
排
出
し
て

く
だ
さ
い
。
ご
み
の
野
外
焼
却
が

あ
っ
た
場
合
は
環
境
保
全
課
ま
で

連
絡
く
だ
さ
い
。

閉
庁
時
の
連
絡
先

火
入
れ
、
野
焼
き
検
挙
、
注
意
等

●
浦
添
警
察
署
（
☎
1
1
0
番
通

報
）

火
入
れ
、
野
焼
き
に
よ
る
火
災
の

恐
れ
が
あ
る
場
合

●
消
防
本
部
☎（
8
7
7
）6
1
2
3

■
浄
化
槽
の
維
持
管
理
に

つ
い
て

環
境
保
全
課（
内
線
3
2
1
2
）

浄
化
槽
と
は
、
家
庭
か
ら
出
る

汚
水
を
キ
レ
イ
な
水
に
変
え
る
装

置
で
す
。
水
洗
ト
イ
レ
で
下
水
道

に
接
続
し
て
い
な
い
家
は
浄
化
槽

を
設
置
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

維
持
管
理
を
怠
る
と
浄
化
槽
の
機

能
が
低
下
し
て
臭
い
が
出
た
り
、

最
悪
の
場
合
溢
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

・
年
に
1
回
以
上
は
汲
み
取
り

・
年
に
1
回
は
法
定
検
査

を
必
ず
次
の
業
者
に
さ
せ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

付
近
住
民
の
迷
惑
に
な
ら
な
い

た
め
に
も
、
浄
化
槽
の
維
持
管
理

を
き
ち
ん
と
し
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ

◇
法
定
検
査
機
関

（
社
）
沖
縄
県
環
境
整
備
協
会

☎
（
8
3
5
）
8
8
3
3

◇
汲
み
取
り
業
者

許
可
業
者
　
山
川

☎
0
9
0（
3
3
2
8
）9
7
3
8

※
し
尿
・
浄
化
槽
に
つ
い
て
の
相

談
は
環
境
保
全
課
ま
で
。
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■
6
月
1
日
か
ら
平
成
28

年
度
所
得
関
係
証
明
が
交

付
さ
れ
ま
す
。

市
民
税
課

（
内
線
2
2
1
1・2
2
1
2
）

6
月
1
日
か
ら
平
成
28
年
度
所

得
関
係
証
明
を
申
請
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

平
成
27
年
1
月
1
日
〜
12
月
31

日
ま
で
の
所
得
や
税
額
の
内
容
を

証
明
す
る
も
の
で
す
。

自
動
交
付
機
で
も
発
行
で
き
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
牧
港
補
給
地
区
に
お
け

る
土
地
の
先
行
取
得（
買

取
）に
つ
い
て

企
画
課

（
内
線
2
5
2
1・2
5
3
0
）

跡
地
利
用
特
措
法
に
基
づ
き
、

牧
港
補
給
地
区
に
お
い
て
土
地
の

先
行
取
得
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
ま

す
。

・
牧
港
補
給
地
区
内
の
2
0
0
㎡

以
上
の
土
地
（
軍
用
地
）
を
売
却

す
る
場
合
、
市
役
所
へ
の
手
続
き

が
必
要
で
す
。

・
市
へ
売
却
を
希
望
す
る
人
は
、
市

が
指
定
し
た
申
出
受
付
期
間
内
に

市
へ
の
申
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

申
出
受
付
期
間
は
毎
年
夏
ご
ろ
を

予
定
し
て
お
り
、
地
権
者
へ
文
書

で
ご
案
内
す
る
予
定
で
す
。

詳
細
は
案
内
文
書
ま
た
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

生
涯
学
習
振
興
課

（
内
線
６
０
６
２
）

怒
り
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
法
を
学

び
、
子
ど
も
た
ち
へ
の
接
し
方
に

つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？
思

春
期
の
子
ど
も
達
の
特
徴
を
理
解

し
、
対
応
の
仕
方
を
変
え
る
と
、

よ
り
良
い
関
係
性
を
保
て
ま
す
。

講
師
　
山
入
端
　
津
由
　
氏
（
沖

縄
国
際
大
学
教
授
）

日
時
　
6
月
17
日
（
金
）

場
所
　
浦
添
市
中
央
公
民
館
3
階

ホ
ー
ル

時
間
　
午
後
7
時
〜
午
後
9
時

対
象
　
市
内
在
住
・
在
勤
の
人

申
込
方
法
　
電
話
ま
た
は
生
涯
学

習
振
興
課
窓
口
で
申
し
込
み

参
加
費
　
無
料

■
国
民
健
康
保
険
に
お
け
る

一部
負
担
金
の
減
免
制
度
に

つ
い
て

国
民
健
康
保
険
課

（
内
線
3
7
1
3
〜
3
7
1
5
）

市
の
国
民
健
康
保
険
に
は
、
特

別
な
事
由
に
該
当
し
生
活
が
困
難

に
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、

一
部
負
担
金
の
減
額
・
免
除
・
徴

収
猶
予
を
申
請
で
き
る
制
度
が
あ

り
ま
す
。

一
部
負
担
金
の
減
免
制
度
と
は

本
人
が
医
療
機
関
の
窓
口
で
支

払
う
医
療
費
が
減
額
・
免
除
さ
れ

る
制
度
で
す
。
入
院
・
外
来
の
保

険
医
療
給
付
費
（
医
科
・
歯
科
・

調
剤
）
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
条

件
等

1
.
特
別
な
理
由

・
震
災
、
風
水
害
、
火
災
、
そ
の

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
災
害
に
よ
り
、

死
亡
し
、
若
し
く
は
心
身
に
重
大

な
障
害
を
受
け
、
ま
た
は
資
産
に

重
大
な
損
害
を
受
け
た
と
き

・
干
ば
つ
、
冷
害
、
凍
霜
害
等
に

よ
る
農
作
物
の
不
作
、
不
漁
そ
の

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
理
由
に
よ
り

収
入
が
減
少
し
た
と
き

・
事
業
ま
た
は
業
務
の
休
廃
止
、
失

業
等
に
よ
り
収
入
が
著
し
く
減
少

し
た
と
き

・
重
篤
な
疾
病
ま
た
は
負
傷
に
よ

り
、
死
亡
し
、
若
し
く
は
心
身
に

重
大
な
障
害
を
受
け
、
ま
た
は
長

期
入
院
し
た
と
き

2
.
減
免
の
区
分

【
免
除
】
世
帯
主
と
被
保
険
者
の
収

入
合
計
（
必
要
経
費
控
除
後
）
が
、

生
活
保
護
基
準
の
1
・
1
倍
以
下

の
場
合
、
一
部
負
担
金
を
免
除
し

ま
す
。

【
減
額
】
収
入
合
計
（
同
右
）
が
生

活
保
護
基
準
の
1
・
2
倍
以
下
の

場
合
、
一
部
負
担
金
の
半
分
を
減

額
し
ま
す
。

【
徴
収
の
猶
予
】
収
入
合
計
（
同
右
）

が
生
活
保
護
基
準
の
1
・
3
倍
以

下
の
場
合
、
猶
予
す
る
期
間
内
に

一
部
負
担
金
を
確
実
に
納
付
で
き

る
見
込
み
が
あ
る
と
き
は
、
6
か

月
以
内
で
徴
収
を
猶
予
し
ま
す
。

3
.
減
免
の
期
間

申
請
し
た
日
か
ら
連
続
し
て
6

か
月
以
内

※
支
払
猶
予
ま
た
は
免
除
を
う
け

る
に
は
、
事
前
に
申
請
を
し
、
証

明
書
の
交
付
を
受
け
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

※
自
己
負
担
額
を
医
療
機
関
に
支

払
っ
た
後
で
、
遡
っ
て
適
用
は
で

き
ま
せ
ん
の
で
事
前
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

【
申
請
方
法
】

申
請
に
必
要
書
類
を
添
え
て
、

国
民
健
康
保
険
課
の
窓
口
で
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

・
収
入
に
関
す
る
証
明
書
（
給
与

明
細
や
預
金
通
帳
等
）

・
特
別
な
理
由
に
該
当
す
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
書
類
（
罹
災
証
明

書
や
医
師
の
意
見
書
等
）

・
保
険
証

・
世
帯
主
の
印
鑑

・
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の

■
台
風
対
策
に
つ
い
て(

水

道
部
か
ら
の
お
知
ら
せ
）

営
業
課
☎（
8
7
7
）8
4
6
0

配
水
課
☎（
8
7
7
）8
4
6
2

台
風
が
接
近
す
る
前
は
、
ご
自

身
の
住
宅
や
管
理
さ
れ
て
い
る
ア

パ
ー
ト
な
ど
の
水
道
設
備
を
点
検

し
、
安
全
対
策
を
十
分
に
し
て
く

だ
さ
い
。

①
常
に
タ
ン
ク
の
中
は
水
を
貯
め

て
お
い
て
く
だ
さ
い

タ
ン
ク
が
空
の
ま
ま
だ
と
強
風

に
よ
り
飛
ば
さ
れ
た
り
、
破
損
す

る
こ
と
が
あ
り
危
険
で
す
。

■
あ
な
た
に
伝
え
た
い
市
民

講
座

「
逆
ギ
レ
を
防
ぐ

怒
り
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」




